
特殊詐欺の相談が増加しています。昨年度2カ所の自治区でお話をさせていた
だきましたが、全国で令和５年度から令和６年度までで特殊詐欺の発生件数と
被害額が非常に多くなっています。山岡町地内でご相談があった内容としては、

・ 偽サイトで買い物をして商品が届かない
・ クレジットカードの身に覚えのない請求

等です。どんな詐欺が起こっているのか調べると対策にもなります。
不安な事があれば、一度ご相談ください。

５月は自転車の安全利用推進月間です！

①車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

自転車は『車両』に分類されます。交通ルールや交通
マナーを遵守していますか？自転車安全利用五則を守り
ましょう。
また、最近は歩行者と自転車との事故も増えています。

歩行者も交通マナーを守りましょう。

自転車の主な違反
信号無視 一時不停止 無灯火 二人乗り 並進 携帯電話使用 傘差し運転

他にも自転車の違反はあります。交通ルールを守って、安全に
運転しましょう。

最近の山岡町地内での出来事


